
 税務関係書類へのマイナンバーの記載及びマイナンバーが 
 記載された申告書等の提出の時期は、以下のとおりです。 

記載対象 マイナンバーの記載及び提出時期（一般的な場合） 

所得税 (国税) 

平成28年1月1日の属する年分 
以降の申告書から 

平成28年分の場合 
 →平成29年2月16日から3月15日まで 
（個人住民税及び個人事業税は平成29年3月15日まで） 

個人住民税 (地方税) 

個人事業税 (地方税) 

法人税 (国税) 

平成28年1月1日以降に開始する 
事業年度に係る申告書から 

平成28年12月末決算の場合 
 →平成29年2月28日まで（延長法人は平成29年3月31日
まで） 

法人住民税 (地方税) 

法人事業税 (地方税) 

法定調書 (国税) 
平成28年1月1日以降の金銭等の支払
等に係る法定調書から(注) 

(例)平成28年分特定口座年間取引報告書 
 →平成29年1月31日まで 

支払報告書 (地方税) 平成28年分の支払報告書から 
(例)平成28年分給与支払報告書 
 →平成29年1月31日まで 

申請書・ 
届出書 

(国税) 
(地方税) 

平成28年1月1日以降に提出すべき 
申告書（償却資産申告書等）から 

各税法に規定する、提出すべき期限 

(注)平成28年1月1日前に締結された「税法上告知されたものとみなされる取引」に基づき、同日以後に金銭等の支払等が行われるものに係る 
「マイナンバー」の告知及び本人確認については、同日から3年を経過した日以後の最初の金銭等の支払等の時までの間に行うことができる。 

会社や事業所を経営されている方へ 
 

平成28年分の給与支払報告書から 

マイナンバーの記載が必要です。 

個人事業主の方が、次の方法によって提出する場合は、本人確認
のための書類（右記参照）の写し（コピー）の添付が必要です。 
 ⅰ郵送で提出する場合 
 ⅱお使いの方（使者）が、市役所窓口に提出する場合 

 

事業主の方が社員やアルバイトの方からマ
イナンバー（個人番号）を収集するときは、
本人確認として、マイナンバーの確認と身
元の確認を行う必要があります。 

社員 事業主(法人・個人） 

0123456789ABCDEF

氏名 番号
花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女
□□市長

個人事業主 

給与支払報告書を市役所窓口へ提出します。 

0123456789ABCDEF

氏名 番号
花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女
□□市長

市役所 

本 人 確 認 の 方 法 

 マイナンバーの確認 身元の確認 

通知カード 

上記が困難な場合は、医療保
険や介護保険の保険証、年金
手帳、福祉医療受給者証など
２つ以上の写真のない身分証
明書などの書類を提示してい
ただきます。 

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

運転免許証 パスポート 
ま
た
は 

などの写真付身分証明書 

※雇用関係にある等の理由で、人違いでな
いことが明らかな場合、身元の確認は省略
することが可能です。 

個人番号カード 

と 

 事業者が法人の場合は、窓口での本人確認は不要とな
ります。 

 事業者が個人事業主の場合は、提出時に個人事業主の
方の本人確認を窓口でさせていただきます。 



 給与支払報告書（個人別明細書）の主な変更点は以下のとおりです。 

マイナンバー制度導入前 

支払を受ける者に加えて、
控除対象配偶者や扶養親
族等のマイナンバーの記載
が必要です。 

主な変更点 
○ 様式の大きさが、A6サイズからA5サイズに 
   変更になります。 
○ 給与支払者の法人番号欄（個人事業主は個 
   人番号欄）が追加されます。 

「支払者」のマイナンバー（法人番号）を記載し
ますが、本人に交付する源泉徴収票には支払
者のマイナンバー（法人番号）は記載しません。 

 源泉所得税、個人住民税に関する事務での取扱（給与等の支払者等が提出を受ける書類の主な変更点） 

主な変更点 
○ 「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」については、給与所得者本人、控除対象配偶者及び扶養親族等の 
  マイナンバーの記載が必要となります。 
○ この申告書の提出を受けた給与等の支払者は、給与等の支払者のマイナンバー（法人番号、個人事業主は個人番 
  号）をその申告書に付記する必要があります。 
○ 給与等の支払者等が提出を受ける書類のうち受給者がマイナンバーを記載する書類は、ほかにも以下のものなど 
  があります。 
 「従たる給与についての扶養控除等（異動）申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」 
 「退職所得の受給に関する申告書」 、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」 

参考 

ご不明な点は、コールセンター（0120-95-0178）又は飯田市役所（電話22-4511）まで。 
税務に関するご相談は税務課（内5167）、マイナンバー制度全般に関するご相談は市民課（内5422） 

 給与支払報告書（総括表）の主な変更点は以下のとおりです。 

マイナンバー制度導入前 マイナンバー制度導入後（総務省様式） 

給与支払者の法人番号（個
人事業主は個人番号）の記
載が必要です。 

主な変更点 
○ 様式の大きさが、A6サイズからA5サイズに 
   変更になります。 
○ 支払を受ける者等のマイナンバー欄が 
   追加されます。 

マイナンバー制度導入後（総務省様式） 


